
議

案

第

十

四

号

 

 
 

 

港

区

興

行

場

法

施

行

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

四

年

二

月

二

十

二

日

 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
  

 
 

 

港

区

興

行

場

法

施

行

条

例
 

 

港

区

興

行

場

法

施

行

条

例

（

昭

和

五

十

九

年

港

区

条

例

第

二

十

八

号

）

の

全

部

を

改

正

す

る

。 
 

 
 

 

（

趣

旨

） 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

興

行

場

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

三

十

七

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二 

条

第

一

項

の

許

可

に

関

す

る

手

続

、

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

興

行

場

の

設

置

の

場

所

及

び

構

造

設

備

に 

係

る

公

衆

衛

生

上

必

要

な

基

準

並

び

に

法

第

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

興

行

場

に

つ

い

て

の

換

気

、

照

明

、 

防

湿

及

び

清

潔

そ

の

他

入

場

者

の

衛

生

に

必

要

な

措

置

の

基

準

そ

の

他

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。 

（

用

語

） 

第

二

条 

こ

の

条

例

で

使

用

す

る

用

語

の

意

義

は

、

法

で

使

用

す

る

用

語

の

例

に

よ

る

。 

（

営

業

許

可

等

） 



第

三

条 

業

と

し

て

興

行

場

を

経

営

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

区

規

則

で

定

め

る

事

項

を

記

載

し

た

申

請

書

を

提 
出

し

、

区

長

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

区

長

は

、

前

項

の

許

可

を

す

る

に

当

た

り

、

公

衆

衛

生

上

必

要

な

条

件

を

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

相

続

、

合

併

又

は

分

割

に

よ

り

営

業

者

の

地

位

を

承

継

し

た

者

は

、

遅

滞

な

く

、

区

規

則

で

定

め

る

事

項 

を

区

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

４ 

営

業

者

は

、

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

書

に

記

載

し

た

事

項

若

し

く

は

前

項

の

規

定

に

よ

る

届

出

事

項 

を

変

更

し

た

と

き

、

又

は

興

行

場

の

営

業

を

停

止

し

、

若

し

く

は

廃

止

し

た

と

き

は

、

速

や

か

に

そ

の

旨

を 

区

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

手

数

料

） 

第

四

条 

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

許

可

申

請

の

際

、

手

数

料

一

万

七

千 

五

百

円

を

納

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

臨

時

又

は

仮

設

構

造

に

よ

る

興

行

場

に

あ

っ

て

は

、

一

万 

千

百

円

と

す

る

。 

２ 

区

長

は

、

国

又

は

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

第

一

条

の

三

に

規

定

す

る

地

方

公 

共

団

体

か

ら

申

請

が

あ

っ

た

と

き

そ

の

他

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

前

項

の

手

数

料

を

減

額 

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

既

に

納

め

た

手

数

料

は

、

還

付

し

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

こ 

の

限

り

で

な

い

。 



４ 

区

長

は

、

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

手

数

料

の

徴

収

を

猶

予

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 
５ 
詐

欺

そ

の

他

不

正

の

行

為

に

よ

り

、

手

数

料

の

徴

収

を

免

れ

た

者

は

、

そ

の

徴

収

を

免

れ

た

金

額

の

五

倍 

 

に

相

当

す

る

金

額

（

当

該

五

倍

に

相

当

す

る

金

額

が

五

万

円

を

超

え

な

い

と

き

は

、

五

万

円

と

す

る

。

）

以 

下

の

過

料

に

処

す

る

。 

（

興

行

場

の

設

置

の

場

所

） 

第

五

条 

興

行

場

は

、

排

水

不

良

の

場

所

、

ご

み

そ

の

他

こ

れ

に

類

す

る

物

で

埋

め

立

て

ら

れ

た

土

地

等

入

場 

者

の

衛

生

に

支

障

を

来

す

場

所

又

は

土

地

に

、

設

置

し

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

盛

土

、

地

盤

の

改

良

等 

衛

生

上

必

要

な

措

置

を

講

じ

た

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

（

換

気

設

備

） 

第

六

条 

興

行

場

の

う

ち

興

行

を

見

せ

、

又

は

聞

か

せ

る

た

め

入

場

者

が

利

用

す

る

場

所

（

以

下

「

観

覧

場

」 

と

い

う

。

）

に

は

、

区

規

則

で

定

め

る

機

械

換

気

設

備

（

以

下

「

機

械

換

気

設

備

」

と

い

う

。

）

を

設

け

な 

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２ 

機

械

換

気

設

備

は

、

換

気

方

式

に

よ

り

次

の

よ

う

に

区

分

す

る

。 

 

一 

給

気

用

送

風

機

及

び

排

気

用

送

風

機

を

有

す

る

第

一

種

換

気

設

備 

 

二 

給

気

用

送

風

機

及

び

適

当

な

自

然

排

気

口

を

有

す

る

第

二

種

換

気

設

備 

 

三 

排

気

用

送

風

機

及

び

適

当

な

自

然

給

気

口

を

有

す

る

第

三

種

換

気

設

備 

３ 

機

械

換

気

設

備

の

設

置

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 



一 

観

覧

場

の

床

面

積

の

合

計

が

四

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

興

行

場

又

は

観

覧

場

を

地

下

に

有

す

る

興 

行

場

に

あ

っ

て

は

、

第

一

種

換

気

設

備

を

設

け

る

こ

と

。 
二 
観

覧

場

を

一

階

以

上

に

有

し

、

そ

の

床

面

積

の

合

計

が

百

五

十

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

四

百

平

方

メ

ー 

ト

ル

以

下

の

興

行

場

に

あ

っ

て

は

、

第

一

種

換

気

設

備

又

は

第

二

種

換

気

設

備

を

設

け

る

こ

と

。 

三 

観

覧

場

を

一

階

以

上

に

有

し

、

そ

の

床

面

積

の

合

計

が

百

五

十

平

方

メ

ー

ト

ル

以

下

の

興

行

場

に

あ

っ 

て

は

、

第

一

種

換

気

設

備

、

第

二

種

換

気

設

備

又

は

第

三

種

換

気

設

備

を

設

け

る

こ

と

。 

（

照

明

設

備

） 

第

七

条 

興

行

場

の

照

明

設

備

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

一 

観

覧

場

に

は

、

二

百

ル

ク

ス

以

上

の

照

度

を

有

す

る

照

明

設

備

を

設

け

る

こ

と

。

た

だ

し

、

専

ら

観

劇

、 

観

覧

等

の

用

に

供

す

る

観

覧

場

で

、

衛

生

上

支

障

が

な

い

も

の

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

 

二 

観

覧

場

以

外

の

入

場

者

の

利

用

す

る

場

所

に

は

、

二

十

ル

ク

ス

以

上

の

照

度

を

有

す

る

照

明

設

備

を

設 

け

る

こ

と

。 

 

三 

観

覧

場

、

廊

下

、

階

段

及

び

出

入

口

に

は

、

前

二

号

の

照

明

設

備

の

ほ

か

、

他

の

電

源

に

よ

る

補

助

照 

 
 

明

設

備

を

設

け

る

こ

と

。 

 

四 

映

写

又

は

演

技

中

の

観

覧

場

に

は

、

常

に

〇

・

二

ル

ク

ス

以

上

の

照

度

を

有

す

る

照

明

設

備

を

設

け

る 

こ

と

。 

（

防

湿

構

造

） 



第

八

条 

興

行

場

内

の

防

湿

に

つ

い

て

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 
一 

入

場

者

が

利

用

す

る

場

所

の

床

面

の

高

さ

が

、

直

下

の

地

面

か

ら

四

十

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

未

満

で

あ 
る

場

合

は

、

そ

の

床

面

を

コ

ン

ク

リ

ー

ト

そ

の

他

の

不

浸

透

性

材

料

で

覆

う

等

防

湿

上

有

効

な

措

置

を

講 

ず

る

こ

と

。 

 

二 

興

行

場

内

外

の

雨

水

、

湧

水

及

び

雑

排

水

等

を

衛

生

的

に

排

出

で

き

る

構

造

設

備

を

設

け

る

こ

と

。 

（

便

所

の

構

造

等

） 

第

九

条 

興

行

場

の

便

所

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

一 

各

階

に

、

男

子

用

と

女

子

用

と

に

区

画

し

て

設

け

、

そ

の

旨

を

表

示

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

区

規

則

で 

定

め

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

各

階

に

設

け

る

こ

と

を

要

し

な

い

。 

 

二 

く

み

取

便

所

で

は

な

い

こ

と

。 

 

三 

便

器

は

、

陶

磁

器

等

で

造

ら

れ

た

堅

固

で

衛

生

的

な

も

の

で

あ

る

こ

と

。 

 

四 

専

用

の

換

気

設

備

を

設

け

る

こ

と

。

た

だ

し

、

外

気

に

接

す

る

開

口

部

を

有

す

る

便

所

に

あ

っ

て

は

、 

こ

の

限

り

で

な

い

。 

 

五 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

規

則

で

定

め

る

基

準

に

適

合

し

て

い

る

こ

と

。 

（

喫

煙

所

の

構

造

等

） 

第

十

条 

興

行

場

の

喫

煙

所

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

興

行

場 

内

で

の

喫

煙

を

禁

止

し

、

そ

の

旨

を

入

場

者

の

見

や

す

い

箇

所

に

表

示

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

喫

煙

所

を 



設

け

る

こ

と

を

要

し

な

い

。 

 
一 

観

覧

場

と

区

画

さ

れ

た

場

所

と

し

、

喫

煙

所

で

あ

る

旨

を

表

示

す

る

こ

と

。 

 

二 
喫

煙

所

以

外

の

場

所

に

煙

が

侵

入

し

な

い

構

造

で

あ

る

こ

と

。 

 

三 

専

用

の

換

気

設

備

を

設

け

る

こ

と

。 

（

飲

食

物

の

販

売

施

設

） 

第

十

一

条 

飲

食

物

の

陳

列

及

び

販

売

の

施

設

は

、

便

所

の

付

近

に

設

置

し

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

衛

生 

上

必

要

な

措

置

が

講

じ

て

あ

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。 

（

観

覧

場

等

の

空

気

の

衛

生

基

準

） 

第

十

二

条 

観

覧

場

、

廊

下

、

階

段

等

の

空

気

は

、

区

規

則

で

定

め

る

衛

生

基

準

に

適

合

し

て

い

な

け

れ

ば

な 

ら

な

い

。 

（

営

業

者

が

講

ず

べ

き

措

置

） 

第

十

三

条 

営

業

者

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

一 

営

業

中

は

、

十

分

な

換

気

を

行

う

こ

と

。 

 

二 

休

憩

中

は

、

十

分

な

照

明

又

は

採

光

を

行

う

こ

と

。 

 

三 

興

行

場

内

外

は

毎

日

清

掃

し

、

清

潔

に

し

て

お

く

こ

と

。 

 

四 

伝

染

性

の

疾

病

に

か

か

っ

て

い

る

者

又

は

そ

の

お

そ

れ

の

あ

る

者

を

業

務

に

従

事

さ

せ

な

い

こ

と

。 

 

五 

喫

煙

所

以

外

の

場

所

で

は

、

喫

煙

さ

せ

な

い

こ

と

。 



 
六 

興

行

場

内

で

の

喫

煙

を

禁

止

す

る

場

合

は

、

そ

の

旨

を

入

場

者

に

周

知

す

る

こ

と

。 

 
七 

泥

酔

者

等

興

行

場

内

を

著

し

く

不

潔

に

す

る

お

そ

れ

の

あ

る

者

又

は

伝

染

性

の

疾

病

に

か

か

っ

て

い

る 
者

若

し

く

は

そ

の

お

そ

れ

の

あ

る

者

を

入

場

さ

せ

な

い

こ

と

。 

 

八 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

規

則

で

定

め

る

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。 

（

管

理

者

の

設

置

） 

第

十

四

条 

営

業

者

は

、

興

行

場

の

衛

生

上

の

維

持

管

理

を

適

正

に

行

う

た

め

、

興

行

場

ご

と

に

管

理

者

を

設 

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

営

業

者

が

自

ら

管

理

者

と

な

っ

て

管

理

す

る

興

行

場

に

つ

い

て

は

、

こ 

の

限

り

で

な

い

。 

（

基

準

の

特

例

） 

第

十

五

条 

区

長

は

、

興

行

場

の

種

類

若

し

く

は

用

途

に

よ

り

、

又

は

そ

の

設

置

が

短

期

間

で

あ

る

こ

と

に

よ 

り

、

公

衆

衛

生

上

支

障

が

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

第

六

条

か

ら

第

十

三

条

ま

で

に

定

め

る

基

準

の

一

部

を 

適

用

し

な

い

こ

と

が

で

き

る

。 

（

委

任

） 

第

十

六

条 

こ

の

条

例

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で 

定

め

る

。 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 



１ 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。 
（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

区

長

に

対

し

て

な

さ

れ

て

い

る

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

港

区

興

行

場 

 

法

施

行

条

例

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

興

行

場

法

施

行

条 

 

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

請

と

み

な

す

。 

３ 

改

正

後

の

条

例

第

四

条

第

五

項

の

規

定

は

、

施

行

日

以

後

に

な

さ

れ

る

申

請

に

係

る

手

数

料

に

つ

い

て

適 

用

す

る

。 

（

説 

明

） 

 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法 

律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

百

五

号

）

の

施

行

に

よ

る

興

行

場

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

三

十

七

号

）

の 

一

部

改

正

に

伴

う

条

例

制

定

権

限

の

移

譲

に

よ

り

、

興

行

場

の

設

置

場

所

及

び

構

造

設

備

並

び

に

衛

生

措

置

の 

基

準

等

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


